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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

 

回次
第32期

第１四半期
累計期間

第33期
第１四半期
累計期間

第32期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

営業収益 (千円) 835,490 893,814 3,572,442

経常利益 (千円) 260,270 286,649 1,163,272

四半期(当期)純利益 (千円) 160,070 184,889 731,372

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 517,750 517,750 517,750

発行済株式総数 (株) 2,265,000 11,325,000 11,325,000

純資産額 (千円) 4,053,024 4,475,438 4,533,429

総資産額 (千円) 4,814,448 5,290,776 5,461,365

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 15.13 17.48 69.14

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 100.00

自己資本比率 (％) 84.2 84.6 83.0
 

(注) １ 営業収益には消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないので記載しておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４　当社は、平成27年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。第32

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期(当期)純利益金額」を算定しておりま

す。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前

事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日(平成27年８月13日)現在において当社が判断したものであ

ります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間における我が国経済は、消費増税以後、個人消費における弱さは残るものの、株価

の高騰、円安を背景とした雇用環境の改善や国内外からの需要の高まりを受け、全体としては緩やかな回復

基調が続きました。

当不動産流通業界においては、東日本大震災の復興需要や東京オリンピックを見越した工事需要の高まり

から建築費が上昇していることに加え、都市部での地価上昇に伴い、販売価格は上昇傾向にあります。

この中で当社は、新たに掲げられた経営目標「2017年度中加盟店1,000店舗」に向け各種施策を実施いたし

ました。店舗開発においては人員の増強に加え、大都市圏を中心に加盟セミナーを実施いたしました。既存

加盟店に対しては、サポート体制の見直しを図ると共に、社員への研修、教育の充実を図り、加盟店へのサ

ポートの強化に努めました。

このような状況のもとで、当社はサービスフィー収入が前年同四半期比プラス6.1％で39百万円の増加で

693百万円、ITサービスは同プラス12.6％で16百万円の増加で147百万円、加盟金収入が同プラス22.7％で７

百万円の増加で40百万円、その他が同マイナス33.0％で５百万円の減少で11百万円となり、全体としては同

プラス7.0％で58百万円の増加で893百万円となりました。また、営業原価はITサービスの原価率の上昇によ

り、前年同四半期比プラス11.4％で28百万円の増加で282百万円となりました。販売費及び一般管理費は人件

費の増加と貸倒引当金の減少により、全体としては前年同四半期比プラス2.1％で６百万円の増加で339百万

円となりました。その結果、営業利益は同プラス9.0％で22百万円の増加で271百万円、経常利益は同プラス

10.1％で26百万円の増加で286百万円、四半期純利益は同プラス15.5％で24百万円の増加で184百万円となり

ました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は4,241百万円で、前事業年度末に比べ193百万円減少し

ております。営業未収入金及び有価証券の減少が主な要因であります。

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は1,049百万円で、前事業年度末に比べ22百万円増加して

おります。投資有価証券の増加が主な要因であります。

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は560百万円で、前事業年度末に比べ108百万円減少して

おります。未払法人税等の減少が主な要因であります。

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は254百万円で、前事業年度末に比べ４百万円減少してお

ります。退職給付引当金及びリース債務の減少が主な要因であります。

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は4,475百万円で、前事業年度末に比べ57百万円減少してお

ります。利益剰余金の減少が主な要因であります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 今後の方針

当社の事業は「センチュリー21ネットワーク規模の拡大(加盟店募集業務)」と「加盟店業績向上の為の業

務支援サービス(教育・研修など)」に大別され、これらの事業を両輪として業務拡大に努めて行く所存であ

ります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,000,000

計 25,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,325,000 11,325,000
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

計 11,325,000 11,325,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年６月30日 - 11,325,000 - 517,750 - 168,570
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成27年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

   平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 747,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式         

10,576,000
105,760 ―

単元未満株式
普通株式         

1,500
― ―

発行済株式総数 11,325,000 ― ―

総株主の議決権 ― 105,760 ―
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② 【自己株式等】

  平成27年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社センチュリー21・
ジャパン(自己保有株式)

東京都港区北青山２―12―16 747,500 ― 747,500 6.60

計 ― 747,500 ― 747,500 6.60
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成27年４月１日から平成27年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 438,948 446,161

  営業未収入金 518,669 380,914

  有価証券 3,500,000 3,400,000

  その他 116,323 98,379

  貸倒引当金 △139,321 △84,240

  流動資産合計 4,434,619 4,241,215

 固定資産   

  有形固定資産 91,543 92,401

  無形固定資産 101,882 92,889

  投資その他の資産   

   投資有価証券 777,987 809,847

   その他 163,693 195,119

   貸倒引当金 △108,360 △140,697

   投資その他の資産合計 833,320 864,269

  固定資産合計 1,026,746 1,049,560

 資産合計 5,461,365 5,290,776

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 174,439 148,335

  未払法人税等 196,386 107,510

  賞与引当金 55,000 38,000

  その他 243,499 267,128

  流動負債合計 669,325 560,974

 固定負債   

  リース債務 71,123 66,019

  長期未払金 3,991 3,991

  繰延税金負債 13,780 24,083

  退職給付引当金 98,932 91,490

  リフォーム保障引当金 68,542 66,503

  資産除去債務 2,240 2,275

  固定負債合計 258,609 254,363

 負債合計 927,935 815,337
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 517,750 517,750

  資本剰余金 168,570 168,570

  利益剰余金 4,138,549 4,059,001

  自己株式 △518,765 △518,765

  株主資本合計 4,306,104 4,226,556

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 227,325 248,881

  評価・換算差額等合計 227,325 248,881

 純資産合計 4,533,429 4,475,438

負債純資産合計 5,461,365 5,290,776
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

営業収益 835,490 893,814

営業原価 253,902 282,820

営業総利益 581,588 610,994

販売費及び一般管理費 332,718 339,682

営業利益 248,870 271,312

営業外収益   

 受取利息 672 832

 受取配当金 762 3,432

 研修教材販売収入 6,636 8,376

 受取事務手数料 2,624 2,646

 為替差益 402 -

 その他 909 1,013

 営業外収益合計 12,006 16,299

営業外費用   

 支払利息 607 866

 為替差損 - 96

 その他 0 0

 営業外費用合計 607 962

経常利益 260,270 286,649

税引前四半期純利益 260,270 286,649

法人税等 100,200 101,760

四半期純利益 160,070 184,889
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

(税金費用の計算)

税金費用に関しては、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
 

 

(追加情報)

 

該当事項はありません。
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(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

 
当第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 16,698千円  16,071千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

 
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月18日
定時株主総会

普通株式 158,662 75 平成26年３月31日 平成26年６月19日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半

期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

 
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 264,437 25 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半

期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 15.13 17.48

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 160,070 184,889

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 160,070 184,889

普通株式の期中平均株式数(株) 10,577,500 10,577,500
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は平成27年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき５株の割合での株式分割を行いました。こ

れにより、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定して

おります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

四半期報告書

16/18



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月13日

株式会社センチュリー21・ジャパン

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   池   田   敬   二   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   神   宮   厚   彦   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セン

チュリー21・ジャパンの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間(平成27年

４月１日から平成27年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社センチュリー21・ジャパンの平成27年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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